
場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

問
　
保
険
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

時
　
１
月
15
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

　
次
回
以
降
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
国
民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と

き
や
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
、
お
お
む

ね
２
週
間
以
内
に
、
国
民
年
金
の

加
入
と
保
険
料
の
ご
案
内
（
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
）
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
等
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
厚
生
年
金
ま
た
は
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

定
額
保
険
料
額
（
令
和
７
年
度
）

月
額
　
１
７
，５
１
０
円
　

　
納
付
方
法
や
免
除
手
続
き
な

ど
、
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　
健
康
診
査
・
歯
科
健
康
診
査
に

つ
い
て
、
対
象
の
方
は
令
和
８
年

２
月
ま
で
無
料
で
受
診
で
き
ま

す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
自
身
の
健

康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

●
健
康
診
査

対
　
75
歳
以
上
の
方
ま
た
は
、
65

歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障

害
が
あ
り
、
広
域
連
合
の
認
定

を
受
け
た
方

場
　
受
診
券
と
同
封
し
て
い
る
実

施
医
療
機
関
一
覧
に
記
載
さ
れ

て
い
る
医
療
機
関

※
人
間
ド
ッ
ク
と
重
複
不
可

●
歯
科
健
康
診
査

対
　
令
和
７
年
３
月
末
で
75
歳
、

80
歳
、
85
歳
の
方
と
90
歳
以
上

の
方

場
　
受
診
票
と
同
封
し
て
い
る
実

施
医
療
機
関
一
覧
に
記
載
さ
れ

て
い
る
医
療
機
関

問
　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
８
８

　
FAX
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
７
７

無
料
で
接
種
で
き
る
期
間
に
ご
注
意

　
対
象
の
方
に
は
、
５
月
に
案
内

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
案
内
が
届
い
た
方
が
無

料
で
接
種
で
き
る
の
は
、
一
生
涯

に
一
度
で
、
令
和
８
年
３
月
末
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会

を
逃
す
と
、
全
額
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
。

　
最
大
で
２
回
接
種
が
必
要
と
な

る
た
め
、
希
望
さ
れ
る
方
は
１
月

中
旬
頃
ま
で
に
１
回
目
の
接
種
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

納　期　限
今月の納期限は２月２日（月）です
♢市・県民税（４期）
♢国民健康保険税（７期）
♢後期高齢者医療保険料（７期）
♢介護保険料（１月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
※毎週火曜日９時から16時は、
　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　１月14日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　市民環境課
　　　☎0738-23-5506
　　　FAX0738-24-3255
　※行政相談委員が相談に応じます。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

　
　
　
ご
加
入
の
皆
様
へ

　
法
定
検
査
に
関
す
る
お
知
ら
せ

が
メ
ー
ル
で
受
け
取
り
可
能
で
す
。

受
け
取
り
可
能
な
内
容

・
法
定
検
査
申
込
案
内

・
検
査
予
定
月
の
お
知
ら
せ

・
法
定
検
査
結
果
書

※
浄
化
槽
を
お
使
い
の
場
合
、
浄

化
槽
法
で
保
守
点
検
・
清
掃
の

実
施
、
法
定
検
査
の
受
検
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
登

録
で
き
ま
す
。(

登
録
に
は
案
内
・

検
査
結
果
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

ID
・
認
証
コ
ー
ド
が
必
要
で
す)

問
　
和
歌
山
県
水
質
保
全
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
７
３
・
４
３
２
・
６
４
３
３

　
FAX
０
７
３
・
４
３
２
・
６
５
３
４

浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
様
へ

ステーションステーション

対
　
市
内
小
学
校
の
児
童
で
、
保

護
者
の
就
労
や
病
気
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
放
課
後
及
び
学
校

休
業
日
に
家
庭
に
お
い
て
適
切

な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
と
認

め
ら
れ
る
児
童

実
施
場
所
及
び
募
集
人
数

♦
御
坊
子
ど
も
ク
ラ
ブ

場
　
御
坊
小
学
校

募
集
人
数
　
40
人
程
度

※
御
坊
小
学
校
に
就
学
す
る
児
童

を
優
先

♦
湯
川
子
ど
も
ク
ラ
ブ

場
　
湯
川
小
学
校

募
集
人
数
　
18
人
程
度

※
湯
川
小
学
校
に
就
学
す
る
児
童

♦
藤
田
子
ど
も
ク
ラ
ブ

場
　
藤
田
小
学
校

募
集
人
数
　
22
人
程
度

※
藤
田
小
学
校
に
就
学
す
る
児
童

♦
河
南
子
ど
も
ク
ラ
ブ

場
　
野
口
小
学
校

募
集
人
数
　
５
人
程
度

※
野
口
・
塩
屋
・
名
田
小
学
校
に

就
学
す
る
児
童

募
集
期
間

　
１
月
７
日
（
水
）
〜
28
日
（
水
）

　
な
お
、
春
休
み
等
の
学
校
休
業

中
だ
け
利
用
さ
れ
た
い
方
は
、
利

用
開
始
日
の
約
１
か
月
前
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
方
法
や
保
育
料
等
、
詳
し

く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

申
・
問
　
こ
ど
も
支
援
課

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
０
３
３

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
５
１
０
８

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

令
和
８
年
度

学
童
保
育
所
入
所
の
ご
案
内

〜
御
坊
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
〜

令和８年度 学校給食用物資納入業者登録申請について

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

精肉類
肉加工品（ハム・ソーセージ等加工品）
魚介類（塩干しを含む）
水産練り製品（かまぼこ等）
生鮮野菜芋類
野菜加工品（カット野菜・冷凍青果・果実等）
生鮮果実
豆製品・コンニャク類
乾物類・缶詰・冷凍調理加工品類
デザート類
調味料類（ソース・味噌類他）
パン類
乳製品類
麺製品・その他（佃煮・ふりかけ他）

物　資　区　分
御坊市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡内販売業（日高卸売市場㈱登録買受人）
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
和歌山県内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業

納入業者営業地・業種

♦申請書配付及び申請期間　１月５日（月）～23日（金）９：00～16：00
　　　　　　　　　　　　　　（期間厳守　ただし、土、日曜日、祝日及び昼休みを除く）
♦納入物資及び業種区分

♦登録選定基準　納入業者は、次の基準に基づき登録認定を行います。
・御坊市内または和歌山県内に営業所を有し、納税義務を履行されていること。
・学校給食を理解し、品質がよく衛生的で安全で、良心的価格で製品が納入できる
こと。指定した期日・時間・場所及び指示した内容の製品が納入できること。
・常時営業が行われ、経営状況が良好であること。
　（２年以上その営業が継続され工場・店舗等固定した営業施設を有していること）
・食品に関する法律及び諸規定が遵守され、かつ、営業管轄地の保健所の食品衛生
監視評点が基準点以上であること。
　（食品衛生監視票の提出は食品衛生法第55条の許可を有する業種に限る）
・事業主・従業員の健康管理（検便及び健康診断等）が十分行われていること。
　（営業所への立ち入り検査をすることがあります）
※納入物資によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
♦申し込み・問い合わせ
　御坊市立給食センター　☎0738-22-5437　FAX0738-24-3918

不燃・大型ごみ
を出す日

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【１月18日（日）】
　 ８：00～11：30
　※搬入許可書が必要です。
入手先　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

古紙回収の利用について
　ダンボール、雑誌、新聞紙について
は燃えるごみとして出すのではなく、
各町内会や地域の小中学校で実施して
いる古紙回収をご利用ください。
　古紙回収に出すことによって、トイ
レットペーパーや新しいダンボール、
再生紙等に生まれ変わります。
　美しいまちごぼうの為に皆様のご協
力よろしくお願いします。

年始の｢燃えるごみ｣
のごみ出し開始日
◇日・水曜日にごみを出す地域
　１月４日（日）～
◇月・木曜日にごみを出す地域
　１月５日（月）～

◇資源ごみ
　 ６日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　13日（第２火曜日）
◇燃えないごみ
　20日（第３火曜日）
◇燃えない大型ごみ
　27日（第４火曜日）
☆ペットボトルは市内に設置して
　いる回収箱をご利用ください。

市民環境課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

広報ごぼう 令和８年１月号広報ごぼう 令和８年１月号 8


